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平成１５年度低公害車関係予算・税等について

平成１４年１２月
経 済 産 業 省

１．予 算
（１） 普及促進

① クリーンエネルギー自動車等導入促進対策（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 １５，４３３百万円

(平成１４年度予算 １７，０００百万円)
（計 画） 平成１０年度～
（内 容） 電気自動車（ハイブリッド電気自動車を含む）や天然ガス自動車等のク

リーンエネルギー自動車の普及を促進するため、クリーンエネルギー自動車
を導入しようとする者に対し、同格の既存車との価格差の１／２以内を補助
する。
また、天然ガス等の燃料等供給設備の設置費用の一部を補助する。

② 地域新エネルギー導入促進対策（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 １２，７１０百万円の内数

（平成１４年度予算 １２，７０２百万円の内数）
（計 画） 平成９年度～
（内 容） クリーンエネルギー自動車を含む新エネルギー等の大規模・集中導入事業

等地方公共団体の先進的な取組を支援するため、地方公共団体等に対し当該
新エネルギーの導入等に必要な経費の一部を補助する。

③ 低公害石油ガス自動車普及基盤整備事業（石油流通課）
（予 算） 平成１５年度 終了

（平成１４年度予算 ９百万円）
（計 画） 平成７年度～平成１４年度
（内 容） ディーゼル代替ＬＰガス自動車の普及に併せ、燃料供給の利便性等を踏ま

えた基盤整備を図る観点から、平成１２年度までに既存のガソリンスタンド
に併設された低公害ＬＰガススタンドに必要な運営費等に対して補助を行う。

④ 省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業（石油流通課）
（予 算） 平成１５年度予算 １９４百万円

（平成１４年度予算 １５７百万円）
（計 画） 平成１３～１７年度
（内 容） 液化石油ガス（ＬＰガス）の流通の合理化・効率化を目的として、ディー

ゼル自動車から省エネルギー型ＬＰガス自動車に代替する者に対し、転換費
用の１／２の補助を行う。
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⑤ ディーゼル代替ＬＰガス自動車普及基盤整備事業（石油流通課）
（予 算） 平成１５年度予算 １６９百万円

（平成１４年度予算 １６１百万円）
（計 画） 平成１３年度～平成１９年度
（内 容） オートガススタンドがない地域にディーゼル代替ＬＰガス自動車用オート

ガススタンドを設置するための設備費及び運営費等に対して、１／２の補助
を行う。

（２） 研究開発

① 高効率クリーンエネルギー自動車開発（自動車課）
（予 算） 平成１５年度予算 ９５８百万円

（平成１４年度予算 １，０８４百万円）
（計 画） 平成９～１５年度
（内 容） ＤＭＥ（ジメチルエーテル）自動車、次世代ハイブリッド自動車、天然ガ

ス自動車等既存のガソリン・軽油以外の燃料を用いた超低燃費、低公害の高
効率クリーンエネルギー自動車の開発を行う。

② 固体高分子形燃料電池システム実証等研究（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 ３，８６２百万円

（平成１４年度予算 ２，５００百万円）
（計 画） 平成１４年度～平成１６年度
（内 容） 環境性能、エネルギー総合効率等のデータや技術的課題など、開発・普及

に必要となる基礎的情報を得るため、技術の進展を踏まえつつ、燃料供給ス
テーションの実証を含む燃料電池自動車の公道走行試験、定置用燃料電池
コージェネレーションシステムの実使用条件下での運転試験等を行う。

③ 固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 ３，８６８百万円

（平成１４年度予算 ３，１００百万円）
（計 画） 平成１２～１６年度
（内 容） 固体高分子形燃料電池の実用化・普及段階において必要となる安全性・信

頼性等の基準・標準などの普及基盤を整備することを目的として、評価試験
を通じた各種データの収集、評価試験方法の確立、基準・標準案の提案等を
行う。（ミレニアム・プロジェクト）

④ 固体高分子形燃料電池システム技術開発（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 ５，１１０百万円

（平成１４年度予算 ５，３００百万円）
（計 画） 平成１２～１６年度
（内 容） 自動車用、家庭・業務用等に利用される固体高分子形燃料電池の実用化・普

及に向け、燃料電池を構成する各要素技術、素材技術等（膜、触媒、セパ
レータ等）の開発を行うとともに、システム化技術、量産化技術、低コスト
化技術等の開発を行う。
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⑤ 燃料電池自動車等用リチウム電池技術開発（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 １，９５２百万円

（平成１４年度予算 １，０００百万円）
（計 画） 平成１４年度～平成１８年度
（内 容） 燃料電池自動車等の電気系自動車について、効率等の更なる向上を実現す

るとともに、蓄電技術の用途拡大を促進するために、蓄電池の中で最も高い
ｴﾈﾙｷﾞｰ効率を持つ高出力・長寿命リチウム電池の開発を実施する。

⑥ 水素安全利用等基盤技術開発費補助金（新エネルギー対策課）
（予 算） 平成１５年度予算 ４，５４８百万円（新規）
（計 画） 平成１５年度～１９年度
（内 容） 燃料電池の初期段階の普及を睨み、安全かつ低コストな水素の製造・利用

に係る技術を確立するため、水素の安全性の検証に必要なデータの取得等安
全技術の確立、及び水素燃料インフラに必要な圧縮機等の関連機器の開発を
行う。

⑦ 高効率ＬＰガスエンジンの開発 （石油流通課）
（予 算） 平成１５年度 終了

（平成１４年度予算 １８０百万円）
（計 画） 昭和６２～平成１４年度
（内 容） ガス液直接筒内噴射方式による既存ディーゼルエンジン同等の熱効率、LP

低排ガスな高効率 ガスエンジンの開発を行う。LP

高効率・超低公害天然ガス自動車実用化開発（電力ガス政策課）⑧
（予 算） 平成１５年度予算 １９５百万円

（平成１４年度予算 １７０百万円）
（計 画） 平成１３～１５年度
（内 容） 運輸部門における石油代替エネルギー導入及び環境負荷低減の観点から、

ディーゼル貨物自動車の天然ガス自動車への転換を促進すべく、高効率と低
公害性を同時に達成することが可能な天然ガス自動車を開発し、実用化を図
る。

⑨ 自動車排出ガス対策の促進（石油精製備蓄課）
（予 算）平成１５年度予算 ３，０８６百万円（共同研究 ：２／３補助）

うち ４７１百万円（モデル構築：１／１補助）
平成１４年度予算 ２，９００百万円（共同研究 ：２／３補助）

うち ４００百万円（モデル構築：１／１補助）
（計 画）平成１４年度～１８年度
（内 容） 自動車業界及び石油業界が推進している排出ガス改善のための自動車技術及

び燃料品質に関する共同研究に対して補助を行う。併せて、大気環境改善効果
を高精度で予測するモデルを構築する。

（本事業は、平成８年度～１３年度に実施したＪＣＡＰ(Japan Clean Air Program)の後
継事業に当たるもの。）
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⑩ジメチルエーテル（ＤＭＥ）直接合成技術の開発（環境負荷低減型燃料転換技術開発）
（石炭課）
（予 算）平成１５年度予算 ３，１３５百万円
（平成１４年度予算 １，８１５百万円）

（計 画）平成１４～１８年度
（内 容） 天然ガスや石炭、重質油をガス化した合成ガス等からＤＭＥを直接合成する

ことにより、安価で高効率な製造技術をを確立する。

⑪重油残油クリーン燃料転換プロセス技術開発（石油精製備蓄課）
（予 算）平成１５年度要求 ２５７百万円
（平成１４年度予算 ４６３百万円）

（計 画）平成１３～１８年度
（内 容）アスファルト等を効率的に、硫黄分を含まない等高品質で付加価値の高い液状

燃料に転換する技術の研究開発を行う。

⑫石油精製汚染物資低減等技術開発（石油精製備蓄課）
（予 算）平成１５年度要求 ７４４百万円
（平成１４年度予算 ８００百万円）

（計 画）平成１１～１５年度
（内 容） 自動車排出ガスに含まれる窒素酸化物等の大気汚染物質の低減に必要とされ

る自動車燃料の品質改善を図るため、石油製品に含まれる環境汚染物質低減化
技術等の開発を行う。
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２．税 制
（１）ＣＯ２、排出ガス対策

①低燃費車に係る自動車取得税の軽減措置
・省エネ法に基づく燃費基準（トップランナー基準）早期達成車で、最新排出ガス規制値
より７５％以上排出ガス性能が良い自動車について、３０万円を価格から控除する課税
標準の特例措置を実施。
（措置期間）平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日

②自動車税のグリーン化税制
・排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録
から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする措置を実施。
（措置期間）平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日
（軽課対象）５０％軽課

電気自動車（燃料電池自動車を含む）、天然ガス自動車、
メタノール自動車、低燃費かつ低排出ガス車☆☆☆（ＬＰＧ車を含む）

（重課対象）１０％重課
新車新規登録から１１年を経過しているディーゼル車
新車新規登録から１３年を経過しているガソリン車・ＬＰＧ車

③電気自動車等に係る自動車取得税の特例措置
（措置期間）平成１５年４月１日～平成１７年３月３１日
（軽減対象）
電気自動車（燃料電池自動車を含む）、天然ガス自動車、メタノール自動車、
ハイブリッド自動車（トラック・バス） ２．７％軽減
ハイブリッド乗用車 ２．２％軽減

④電気自動車等の燃料供給設備に係る課税標準の特例措置
・充電設備、天然ガス充填設備、水素供給設備に係る固定資産税、特別土地保有税の特例
措置を実施。
（措置期間）平成１５年４月１日～平成１７年３月３１日
（特例措置）固定資産税：最初３年間２／３、特別土地保有税：非課税（課税停止）

（２）ディーゼル車対策

①低ＰＭ車に係る自動車取得税の特例措置
・超低ＰＭディーゼル車認定制度に基づき、排出ガス粒子状物質の排出量が平成１５年排
出ガス規制を約７５％以上低減するレベルとして認定された車両総重量３．５トンを超
え軽油を燃料とする自動車に係る自動車取得税の特例措置（１．５％軽減）を実施。
（措置期間）平成１５年４月１日～平成１７年３月３１日
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②最新排出ガス規制車に係る自動車取得税の特例措置
・最新排出ガス規制適合車の早期取得に係る自動車取得税の特例措置を実施。
（平成１６年規制適合車）
Ｈ１５． ４．１～Ｈ１６．９．３０の間に取得する場合 １．０％軽減

③自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に係る軽減措置
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の対策地域内において、排出基準非適合車を廃車し、最新規制適
合車に代替した場合の特例措置の軽減対象に、平成１５年、平成１６年規制適合車を追
加する。

（３）その他

①自動車取得税の免税点（５０万円以下）に係る特例措置を５年間延長

②再商品化設備等の特別償却制度の拡充
・再商品化設備等（リサイクル設備）を設置する場合に最大２３％の特別償却を認める制
度の対象に、自動車破砕残さ再資源化施設を追加

③自動車破砕残さ再資源化施設に対する事業所税の課税標準の特例措置の創設
・自動車製造業者等が設置する施設については資産割１／４軽減、自動車製造業者等の委
託を受けて再資源化を行なう事業者については、資産割１／４軽減に加えて従業員割１
／２軽減。新増設割は非課税（廃止）

④自動車部品再利用製品製造施設に対する事業所税の課税標準の特例措置の創設
・新増設割は非課税（廃止）
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３．金融支援
（１）日本政策投資銀行
①使用車種規制適合車取得事業（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法関係）
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第１２条に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出
基準に適合しない自動車の削減に資する排出基準適合車を取得する事業者、又はこ
れを取得しリースする事業者。

金利：政策金利Ⅲ、融資比率：４０％（対策地域内）
金利：政策金利Ⅰ、融資比率：４０％（全国）

②低公害車取得事業
・電気自動車、天然ガス自動車及びハイブリッド自動車（これらの自動車に必要な燃
料供給設備を含む）及び省エネ法に基づく燃費基準（トップランナー基準）早期達
成車かつ低排出ガス認定車を取得する事業者。

金利：政策金利Ⅰ、融資比率：４０％（全国）

③低ＰＭ車取得事業【新規】
・超低ＰＭディーゼル車認定制度に基づき、排出ガス粒子状物質の排出量が平成１５
年排出ガス規制を約７５％以上低減するレベルとして認定された、車両総重量３．
５トンを超え軽油を燃料とする自動車を取得する事業者、又はこれを取得しリース
する事業者。

金利：政策金利Ⅰ、融資比率：４０％（全国）

（２）中小企業金融公庫
①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第１２条に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基
準に適合しない自動車を代替し、排出基準適合車を取得する中小企業者又はこれを取
得しリースする中小企業者。

４億円を超える貸付の場合 金利：基準金利
４億円を限度 金利：特別利率③ （対策地域内）
４億円を限度 金利：特別利率① （全国）

②低ＰＭ車【新規】
・超低ＰＭディーゼル車認定制度に基づき、排出ガス粒子状物質の排出量が平成１５年
排出ガス規制を約７５％以上低減するレベルとして認定された、車両総重量３．５ト
ンを超え軽油を燃料とする自動車を取得する中小企業者、又はこれを取得しリースす
る中小企業者。

４億円を限度 金利：特別利率②（全国）
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③低公害車（電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）
・低公害車を取得する運送業、リース業の中小企業者。

金利：特別利率②（全国）

（３）国民生活金融公庫
①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第１２条に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基
準に適合しない自動車を代替し、排出基準適合車を取得する中小企業者又はこれを取
得しリースする中小企業者。

金利：特別利率③ （対策地域内）
金利：特別利率① （全国）

②低ＰＭ車【新規】
・超低ＰＭディーゼル車認定制度に基づき、排出ガス粒子状物質の排出量が平成１５年
排出ガス規制を約７５％以上低減するレベルとして認定された、車両総重量３．５ト
ンを超え軽油を燃料とする自動車を取得する中小企業者、又はこれを取得しリースす
る中小企業者。

金利：特別利率②（全国）

③低公害車（電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）
・低公害車を取得する運送業、リース業の中小企業者。

金利：特別利率②（全国）


